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「ドクターヘリ導入促進事業」（厚生労働省救急医療対策事業実施要綱 抜粋） 

 

１．目 的 

この事業は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成１９年

法律第１０３号）の趣旨に基づき、救命救急センターにドクターヘリを委託により配備し、救急患

者の救命率等の向上、広域救急患者搬送体制の向上及びドクターヘリの全国的導入の促進を図るこ

とを目的とする。 

 

２．補 助 対 象 

都道府県又は都道府県知事の要請を受けた救命救急センターが、実施する事業で厚生労働大臣が

適当と認めるもの。 

 

３．運 営 方 針 

（１）ドクターヘリの運航に係る関係機関等との調整、地域住民への普及啓発等を行う運航調整委

員会を設置し、本事業の実施、運営に関する必要事項に係る諸調整等を行い、ドクターヘリの

運行に万全を期すとともに地域住民の理解と協力が得られるよう努めなければならない。 

（２）運航調整委員会の委員は、都道府県、市町村、地域医師会、消防、警察、国土交通、教育委

員会等関係官署に所属する者、ドクターヘリ運航会社及び有識者により構成するものとし、こ

れら関係機関と密接な連携をとって当該事業を実施するものとする。 

（３）事業の実施に当たっては、救急医療専用ヘリコプター、操縦士、整備士及び運航管理者等を

運航会社との委託契約により配備するものとする。 

（４）事業の実施に当たっては、ドクターヘリに同乗する医師、看護師等を確保するとともに、出

動及び搬送においては、必ず医師を、必要に応じて看護師を同乗させるものとする。 

（５）出動及び搬送については、原則として消防官署又は医療機関からの要請に対して医師、操縦

士等の判断のもと行うものとする。 

（６）出動範囲は、原則として県内全域を対象とするものとし、必要に応じて、隣県に及ぶ広域に

ついても対象とするものとする。 

（７）飛行中のドクターヘリと救命救急センター又は救急隊等との通信手段の確保に努めなければ

ならないものとする。 

（８）ドクターヘリの運航を委託する運航会社の選定指針及び無線による通信手段を確保する場合

の無線の運用指針については、別に定める。 

 

４．整 備 基 準 

（１）救命救急センターの医師が直ちに搭乗することができる場所にヘリポートを有し、救命救急

センター内までの導線及び患者移送の方法が確保されていること。 

（２）救急医療用ヘリコプターについて十分な見識を有すること。 

（３）救命救急センターを設置する地域が、当該事業目的に従い十分に効果を発揮する地域である

こと。 

（４）救命救急センターを運営する病院が、当該事業に対して総力を挙げて協力する体制を有する

こと。 

（５）救命救急センターと消防機関等との連携が従前より緊密であること。 

（６）救命救急センターの運営に支障を来たさないこと。 

 


